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指名停止措置について

中国地方整備局は、元取締役が公契約関係競売入札妨害の罪で起訴された下記業者につい
て指名停止の措置を行いました。

１．指名停止措置業者名及び住所
株式会社ジイケイ設計 東京都豊島区高田３－３７－１０

２．指名停止措置期間
令和４年４月２８日 ～ 令和４年６月２７日 （２ヶ月）

３．指名停止措置の範囲
中国地方整備局管内

４．事実の概要
当該業者の元取締役は、富山県富山市が発注した業務をめぐり、令和４年３月８日、公
契約関係競売入札妨害の罪で富山地検に起訴された。

５．指名停止措置理由
上記事実は、「地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止

等の取扱について」及び「国土交通省所管の物品調達契約に係る指名停止等の取扱いに
ついて」にて準用する「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局
（港湾空港関係）所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第２第８号ロ
（公契約関係競売等妨害又は談合）に該当するため、指名停止措置を講ずるものである。

＜工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第２第８号＞
措 置 要 件 期 間

（公契約関係競売等妨害又は談合）
８ 次のイ又はロに掲げる者が締結した請負契約に係る工事に 逮捕又は公訴を知った日
関し、一般役員等又使用人（使用人においてはイに掲げる場 から
合に限る。）が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮
捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
イ 当該地方整備局の所管する区域内の他の公共機関の職員 ２ヵ月以上１２ヵ月以内
ロ 当該地方整備局の所管する区域外の他の公共機関の職員 １ヵ月以上１２ヵ月以内

＜問い合わせ先＞
中国地方整備局 ０８２－２２１－９２３１（ 代表番号 ）：平日・昼間

０８２－５１１－６０６３（ 直 通 ）：平日・昼間

総務部 契約課長 原 田 明 典 （内線２５１１）
はら だ あき のり

◎総務部 専門調査官 長 崎 直 生 （内線２５１４）
なが さき なお き

港湾空港部 ０８２－５１１－３９００（ 代表番号 ）：平日・昼間

総務部 契約管理官 新 林 健 二 （内線１３０）
にい ばやし けん じ

◎総務部 経理調達課 専門官 堀 田 裕 （内線１３２）
ほり た ゆたか


